
安全・安心プラン
利用者向けマニュアル
緊急時に役立つ！事前準備が大切！「もしも」に備えよう！

市民周知用PP 第1版 2025年11月発行

1



目次

[１]安全・安心プランとは？

[２]困ったときは？（問い合わせQA）

[３]問い合わせ先一覧

2



目次

[１]安全・安心プランとは？

[２]困ったときは？（問い合わせQA）

[３]問い合わせ先一覧

3



[１]安全・安心プランとは？

✔安全・安心プランとは…

障がいのある方のご家族や介護者が急に不在となった場合に備えて、誰に相談し、
どのような支援を利用できるのかを明確にしたプランを活用しています。本プランの作
成後は、本人同意の範囲内で、支援者などに共有されます。

✔作成方法

相談支援専門員（計画相談支援をご利用でない方は基幹相談・総合相談等又はそ
の他支援者）が、本人の支援状況や緊急時・災害時の課題等をお聞き取りした上で、
その内容を整理してプランの専用様式に書き起こす形でまとめあげ、作成します。
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[１]安全・安心プランとは？

✔安全・安心プランの様式①

本人に関する基本情報

［内容］
①氏名や住所など基本情報
②本人を取り巻く環境（社会関係図）
②現在受けている支援状況
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[１]安全・安心プランとは？

✔安全・安心プランの様式②

緊急時の支援状況（想定）

［内容］
①緊急時に想定されること
②有事の際の協力機関
③日常生活に関する支援状況
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[１]安全・安心プランとは？

✔安全・安心プランの様式③

災害時個別避難計画

［内容］
①避難行動支援者氏名、緊急連絡先
②避難場所情報
③備考（特記事項）
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[１]安全・安心プランとは？

✔藤沢市役所における連携状況

本人（および家族）

避難支援希望確認書
（地震等の災害発生時）

藤沢市避難行動要支援者調査票
（個別避難計画）

藤沢市小児慢性疾患児・医療的ケア児
災害時情報ノート

安全・安心プラン

災害対策課 災害対策課 親子すこやか課 障がい者支援課

災害対策課 災害対策課 自宅保管 障がい者支援課

障がい者支援課
（預かりのみ）

提出後、災害対策課へ
お届けいたします

災害対策課

居住地自治会
通所先・訪問診療・
医療機関に各自で

配布居住地区市民センター
【相談】
①毎週水曜セルフプラン作成会
（事前予約必須）
②市内4か所（委託相談事業所）

【作成者】
①委託相談・基幹相談職員
②計画相談支援員
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[２]困ったときは？（問い合わせQA）

✔Q１ 作成（作成に向けた相談）できる人は決まっているの？

原則、作成を希望される方全員が対象です。障がい福祉サービスの利用有無、障が
い者手帳取得の有無などの基準や条件は設けていないため、希望の方は相談から
作成まで利用することができます。

✔Q２ 相談に際して注意することは？

障がい者支援課、基幹・総合相談事業所へお問い合わせください。各事業所へ相談
希望の場合は事前に連絡（相談予約）をするようお願いいたします。
［問い合わせ先］障がい者支援課 TEL：50-3528 FAX：25-7822
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[２]困ったときは？（問い合わせQA）

✔Q３ 相談先がいない…

計画相談支援員（計画相談支援を利用されている方）、基幹相談・委託相談事業所
の職員（セルフプラン利用者やサービス未利用の方）へご相談ください。

［基幹相談］
ふじさわ基幹相談支援センターえぽめいく TEL:47-7462 FAX:47-7442

［総合相談］
北部障がい者地域相談支援センターかわうそ TEL：54-9020 FAX：54-9021
中部障がい者地域相談支援センターふらっと TEL：80-5250 FAX：82-7321
東南部障がい者地域相談支援センターおあしす TEL：55-1399 FAX：25-0410
西南部障がい者地域相談支援センターつむぎ TEL：52-4456 FAX：52-4476
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[２]困ったときは？（問い合わせQA）

✔Q４ プランを書いてもらえる相談員等がいない…

毎週水曜日にえぽめいくの相談員が安全・安心プランの作成等のご相談を受け付け
ています（事前予約制）。場所は市役所本庁舎の相談室です。利用を希望する方は
障がい者支援課までお問い合わせください。
［問い合わせ先］障がい者支援課 TEL：50-3528 FAX：25-7822

✔Q５ 作成や相談は有料ですか？

いいえ。無料です。お気軽にご相談ください！
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[２]困ったときは？（問い合わせQA）

✔Q６ 安全・安心プランはなぜ始まったの？

障がいの重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた支援体制を構築する「地域生活支
援拠点等の整備」のうち、在宅で生活されている障がいのある人の緊急時に備えた
支援に関する取組を進めており、その一環として、緊急時における情報共有を円滑に
行う目的で「安全・安心プラン」を作成しました。

✔Q７ 児童の場合はどこに相談したらよい？

１８歳未満の児童の場合はこども家庭センターが作成のお手伝いをいたします。
※児童の場合は相談支援専門員向けの助成金制度対象外となります。
［問い合わせ先］こども家庭センター TEL：50-3569 FAX：50-8428
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[２]困ったときは？（問い合わせQA）

✔Q８ 様式①～③は必ず作成しないといけないの？

原則すべての様式の作成をお願いしています。また提出後に災害対策課など各課へ
共有しておりますので不備・不足のないようにお願いいたします。

✔Q９ 作成した内容に変更が生じた場合は？

変更や再提出はいつでも受付しております。最新のプラン作成者に再作成（更新）の
希望をご相談ください。
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[２]困ったときは？（問い合わせQA）

✔Q１０ 支援者がいません…

支援者がいない方に対する支援策の検討・仲介も含めて様々なご相談を総合相談支
援事業所等で受け付けています。安全・安心プランのご希望も併せてご相談ください。

✔Q１１ 安全・安心プランを作成するメリットは？

①突然の出来事に備えて、事前に情報共有ができます。
②周囲の関係者とのつながりが一層強化されます。
③緊急時に周囲へのお知らせや対応に関する連絡が迅速につながります。
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[２]困ったときは？（問い合わせQA）

✔Q１２ 作成する際の留意点は？

①様式に沿って聞き取りならびに作成をしていきましょう。
②支援者関係者やつながりのある事業所や医療機関について重視しましょう。
③緊急時の避難場所や連絡先について本人同意の範囲内で共有しましょう。

✔Q１３ 作成後のプランは更新が必要ですか？

プランの使用期間や更新手続きは設けておりません。
なお、記載内容の変更が生じた場合は変更や再提出を受け付けております（Q９参
照）。
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[３]問い合わせ先一覧

✔藤沢市役所

障がい者支援課
TEL：50-3528 FAX：25-7822
藤沢市朝日町1-1 藤沢市役所本庁舎2階

こども家庭センター
TEL：50-3569 FAX：50-8428
藤沢市朝日町1-1 藤沢市役所本庁舎3階
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[３]問い合わせ先一覧

✔基幹相談支援事業所

ふじさわ基幹相談支援センターえぽめいく

TEL:47-7462 FAX:47-7442

藤沢市辻堂神台2-2-1 アイクロス湘南2階
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[３]問い合わせ先一覧

✔地域障がい者支援センター①

北部障がい者地域相談支援センターかわうそ
TEL：54-9020 FAX：54-9021
藤沢市円行2-3-17 藤沢市まちづくり協会ビル2階
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[３]問い合わせ先一覧

✔地域障がい者支援センター②

中部障がい者地域相談支援センターふらっと
TEL：80-5250 FAX：82-7321
藤沢市善行1-2-3 善行市民センター1階
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[３]問い合わせ先一覧

✔地域障がい者支援センター③

東南部障がい者地域相談支援センターおあしす
TEL：55-1399 FAX：25-0410
藤沢市本町1-12-17

藤沢市民センター・労働会館等複合施設「Fプレイス」
1階
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[３]問い合わせ先一覧

✔地域障がい者支援センター④

西南部障がい者地域相談支援センターつむぎ
TEL：52-4456 FAX：52-4476
藤沢市辻堂西海岸2-1-17 辻堂市民センター1階
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[３]問い合わせ先一覧

✔計画相談支援事業所（計画相談利用者）

こちらから市のHPを閲覧できます（随時更新されております）。

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/shogaifu/kenko/fukushi/shogai/fukushis

ervice/shien.html
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